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１．事業者名及び代表者名
　　佐藤物産株式会社
　　代表取締役社長　佐藤高司
２．所在地
本　　　社
東江原営業所 岡山県井原市東江原町496番地
積み替え保管施設 岡山県井原市井原町941番地
積み替え保管施設 岡山県井原市東江原町488番地6
３．環境管理責任者氏名及び担当者連絡先
　 　責任者　 佐藤丈一郎
  　　(TEL) 　０８６６－６２－００６９
４．事業の内容
鉄スクラップ非鉄金属買取、古紙買取・ウエス販売、廃車の買取、

５．事業の規模
法人設立 　
資本金 1,000万円 　
売上高
従業員数　 ９人

本社（登記上）916㎡、東江原工場1,977㎡

【受託した廃棄物の収集運搬量（2022年）】

12.05ｔ

5.66ｔ

【車両台数】 　 　

4tダンプカー 1台
8tダンプカー 1台
10tダンプカー 3台
軽車両 1台
　

4基 　
1基
1基

コンパクトシャー １基

【許　可　一　覧】 　 　

・計量証明事業者登録証　登録番号第２－０１４５号　岡山県

・解体業登録　登録番号（登－２４）平成２５年１月９日第２７６号　岡山県

・一般廃棄物処理業（収集運搬業）許可証（積替え保管含む）　井原市

　　許可期間　令和４年４月１日から令和６年３月３１日　　（第４号ごみ処理）

・産業廃棄物収集運搬業許可　許可番号　第３３１４０２５６１４号　岡山県

　許可年月日　令和元年１１月２２日　　　許可有効期限　令和６年１１月１３日

　積替え保管の有無：　有

産業廃棄物の種類　９種類

汚泥、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、がれき類

石綿含有産業廃棄物　含む、水銀使用製品産業廃棄物　含む

＜積替え保管施設＞

・所在地：岡山県井原市井原町911番地　・面積：１５０ｍ2　・保管上限：２６.６８m3　・室内保管

・産業廃棄物の種類：汚泥、廃プラスチック類、金属くず、がれき類

・所在地：岡山県井原市東江原町488番6 ・面積：７３.５ｍ2 ・保管上限：４９.０８m3 ・保管高さ：１.０ｍ

・産業廃棄物の種類：廃プラスチック類、金属くず、、ガラスくず等、がれき類

２.認証・登録範囲
認証・登録事業者：佐藤物産株式会社
事　業　活　動　：鉄スクラップ非鉄金属買取、古紙買取・ウエス販売、廃車の買取、
　　　　　　　　　　　一般廃棄物収集運搬、産業廃棄物収集運搬、計量証明事業、解体業

切断用

ユンボ 荷役
ラバンティ 切断用
プレス機 圧縮用

一般廃棄物

産業廃棄物

収集運搬車
収集運搬車
収集運搬車
収集運搬車

１　組　織　の　概　要

岡山県井原市井原町888番地

一般廃棄物収集運搬、産業廃棄物収集運搬、計量証明事業、解体業

1953年4月7日

売上高区分Ａ：5億円未満　2021年度

延べ床面積
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３．組織体制図

　

　　　 環境事務局
佐藤麻由

・特定された項目の運用管理
・自部門の環境上の緊急事態の想定と対応手順のテスト、訓練を実施、記録の作成
・自部門の問題点の発見、是正、予防処置の実施

全従業員 ・環境経営方針の理解と環境への取り組みの重要性を自覚
・決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加

環境推進委員会 ・環境経営目標、環境経営計画案の審議
・環境経営の実施状況の評価、見直し
・環境教育の内容検討、実施結果の評価
・特定された項目の手順書作成  （緊急事態への対応を含む）

部門長 ・自部門における環境経営システムの実施
・自部門における環境経営方針の周知
・自部門の従業員に対する教育訓練の実施
・自部門に関連する環境経営の実施及び達成状況の報告

環境事務局 ・環境管理責任者の補佐
・環境負荷の自己チェック及び環境への取組の自己チェックの実施
・環境経営目標、環境経営計画書原案の作成
・環境経営計画の実績集計
・環境関連法規制等取りまとめ表の作成、遵守評価の実施
・環境教育訓練計画の作成と実施の管理
・環境経営レポートの作成、公開（事務所への備付けと地域事務局への送付）

・環境経営レポートの承認
環境管理責任者 ・環境経営システムの構築、実施、管理

・環境関連法規制等の取りまとめ表を承認

・環境経営目標・環境経営計画書を確認
・環境関連の外部コミュニケーションの窓口
・緊急事態対応手順のテスト、訓練の指導及び総括
・環境経営計画の実施結果を代表者へ報告
・環境経営レポートの確認

役割・責任・権限
代表者（社長） ・環境経営に関する統括責任

・環境経営システムの実施に必要な人、設備、費用、時間、技能、技術者を準備
・環境管理責任者を任命
・経営における課題とチャンスの明確化
・環境経営方針の策定・見直し及び全従業員へ周知
・環境経営目標・環境経営計画書を承認
・代表者による全体の評価と見直し・指示を実施

佐藤丈一郎 稲本康弘

丹下 　　　　指示・協力・指導
協力会社

川上

代表者　社長　佐藤高司

監査役
佐藤麻由
取締役

佐藤知夫子　環境管理責任者
佐藤丈一郎

本社 東江原営業所

4/9



４．環境経営方針

 

１．エコドライブ運転を心がけ、軽油、ガソリンの削減に努めます。

２．大型電気設備を使用する際、ある程度まとめて稼動させ、使用時間短縮します。

　　また、定期的に見直し、継続的改善に努めます。

３．廃棄物の分別をし、リサイクル率の向上に努めます。

作成日：
　

代表取締役社長　　　佐藤　高司

４．環境関連法規、地域の条例・協定を遵守します。

５．地域の美化、地域社会と共に事業を展開していきます。

６．環境方針を従業員に周知し、環境活動に積極的に取り組みます。

2021年6月1日

環境経営方針

経営理念

一、物を大切にするをモットーに廃棄物すべてのリサイクルに挑戦する

一、限りある資源の有効活用で持続可能な循環型社会づくりに貢献する

一、会社の発展と社員の生活向上に努める

行動指針
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５．環境経営目標及び取組結果

（１）目標（中期目標）

－ － － －
対基準

Ⅱ．二酸化炭素 kg-CO2 436,495 401,575 397,210 393,313

排出量合計 対基準 △8％ △9％ △10％
kWh 36,702 34,500 34,133 33,766

電力使用量削減 kg-CO2 23,342 22,175 21,708 21,475
対基準 △6％ △7％ △8％

ガソリン L 3,728 3,430 3,392 3,355

使用量削減 kg-CO2 31,736 29,199 28,876 28,561
対基準 △8％ △9％ △10％

軽油 L 40,222 37,004 36,602 36,200
使用量削減 kg-CO2 381,417 350,901 347,089 343,277

対基準 △8％ △9％ △10％

Ⅲ．廃棄物削減

一般廃棄物 ｋｇ 120 120 120 120
削減 対基準

産業廃棄物 ｋｇ 44,000 43,120 42,680 42,240

削減 対基準 （２０１９年実
績）

△2％ △3％ △4％

㎥ － － － －

対基準

－ － － －
対基準

対基準

注）電力の二酸化炭素排出係数は、中国電力　0.636　及び新出光　0.513　 kg-CO2/kWhを使用

Ⅴ．地域貢献
地域貢献活動の推進

Ⅰ．課題とチャン
スへの取組み 地域貢献活動の推進

少量の為現状維持

Ⅳ．水使用量削減
水使用量削減活動の推進

※地下水の為計測不能

　　　　　　　　　　　年　度
　　項　目

2016年度
実績

2021年度 2022年度 2023年度
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（２）２０２２年度の実績

基準

目標 実績 達成度 評価

－ － － － －
対基準

Ⅱ．二酸化炭素 kg-CO2 436,495 397,210 330,070 83% 〇

排出量合計 対基準 △9％

kWh 36,702 34,133 39,216

電力使用量削減 kg-CO2 23,342 21,708 20,883 96% 〇

対基準 △7％

ガソリン L 3,728 3,392 3,354

使用量削減 kg-CO2 31,736 28,876 28,553 99% 〇

対基準 △9％

軽油 L 40,222 36,602 29,594

使用量削減 kg-CO2 381,417 347,089 280,634 81% 〇

対基準 △9％

一般廃棄物 kg 120 120 48 40% ○

削減 対基準 現状維持

産業廃棄物 kg 44,000 42,680 42,889 100% 〇

削減 対基準 △3％

㎥ － － － － －

対基準

－ － － － －

対基準

注)評価欄にて、○：達成、△：やや未達成、×：未達成

（２）２０２２年度の全社ＣＯ2排出実績

（３）２０２２年度運用期間の実績評価

①CO2排出量削減　　（達成度：83％達成）

　　　・低排出係数の購入電力変更及び電力省エネ活動として取り組ん効果でＣＯ2排出量削減が達成となった。

　　　・ガソリンは、エコカー運用で達成であり、また、軽油の削減効果がありＣＯ2排出量削減が達成となった。

②一般廃棄物削減　　（達成度：　40％達成）

　 　　　・より一歩なコマメな分別に取り組んでリサイクル化での大幅な排出量の削減を達成となった。

③産業廃棄物削減　　（達成度：　100 ％達成）

　　　・計画地値オーバーであるが、一手間かけた再資源化取組みが向上して達成となった。

④水使用量の削減　　（達成度：　　　―　%）※地下水の為計測不能

Ⅰ．二酸化炭素
　　排出量合計

kg-CO2 330,070

地域貢献活動の推進

　　　　　　　　　　　年　度
　　項　目

2022年度の実績
（2022年6月～2023年5月）

実績

Ⅰ．課題とチャン
スへの取組み 地域貢献活動の推進

Ⅲ．廃棄物排出量

Ⅳ．水使用量削減
※地下水の為計測不

能

Ⅴ．地域貢献

　　　　　　　　　　　年　度
　　項　目

２０２２年運用期間における実績

2016年度
（２０２２年６月～２０２３年５月）

7/9



６．環境経営計画及び取組結果、次年度の取組内容

◎よくできた　○まずまずできた　△あまりできなかった　×全くできなかった

取り組み計画 達成状況 評価結果と次年度の取組内容

○

○

○

Ⅱ-1..電力使用量の削減

・空調の適温化 ○

・プレス機の使用の効率化(まとめて時間短縮) ○

・夜間・休日はパソコンの電源を切る 〇

・空調機のフィルターの定期的な掃除をする ○

・破砕機等は使用時以外は電源を止める ○

・グリーンカーテンをして直射日光が入るのを防ぐ ○

Ⅱ-２.ガソリン/軽油使用量の削減

・作業時間や待機時間、走行距離の短縮化を図る ○

・アイドリングストップ ○

・車輌、重機の点検整備を定期的にする。 ○

Ⅲ.一般廃棄物の削減

・裏紙の使用 ○

・分別排出の徹底 ○

Ⅳ.産業廃棄物の削減

分別排出の徹底 ○

Ⅴ.水使用量の削減

○

○

・蛇口を完全に閉める。 ○

Ⅵ.地域貢献

・個人持ち込み対応 ○

・24時間回収ボックスの設置 ○

・会社周辺の清掃活動（溝掃除） ○

減少はしているものの、目標には届いていないので、もう少し
がんばっていきてい。

・地下水を主に使用して量が把握できないため、
掲示を徹底して節水活動を進めていく。

こまめな節水取組みが実施されている。・事務所内は掲示を徹底して節水活動を行う。

取組みは継続できている。

・エコドライブ等運転方法の配慮（駐停車中のエ
ンジン停止等）※夏場の車内の休憩は熱中症
対策のため除く

○

電気の総括にも書いたように、ラバンティーの使用が減ってい
る。また、他の重機も低燃費使用になり、減少につながってい
るのだと思う。。

一般ごみはいい成果が出ているので来年も引き続き取り組み
たい

・感染防止ガイドラインの順守徹底 ・取組み主旨を説明して、全員参加を促した

・あいさつ一声かけ/ＯＪＴの推進 社員コミュニケーションがよくなり、職場雰囲気が良くなって、
あいさつも全員に浸透できてきた感がある。・チョコット停止の再発防止策徹底

コンパクトシャー導入後、今までラバンティー(重機)で切断して
いた母材がほとんどコンパクトシャーに移行したため電気使用
量があがったと見れる。
基準を変更することも視野にいれたい。

Ⅰ.課題とチャンスへの取組み
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７．環境関連法規等の遵守状況の評価の結果

法的義務を受ける主な環境関連法規制は次の通りである。

確認方法 順守確認

許可証 〇

許可証 〇

〇

許可証 〇

〇

〇

〇

〇

マニフェスト 〇

〇

受講修了証  -

ﾘｻｲｸﾙ券 〇

記録類 〇

取組 〇

証明書 〇

なお、環境法規制等への違反、訴訟、環境上の苦情等も過去７年間ありませんでした。

８．代表者による全体の評価と見直し・指示

指示事項： 環境経営方針の指示　　□有　　☑無

目標・活動計画の指示　 □有　　☑無

実施体制の指示　　　　　□有　　☑無

代表取締役　佐藤　高司

2023年6月10日

フロン排出抑制法
第1種特定製品の点検・記録の保管
簡易点検：3ヶ月に1回以上
定期点検：1年もしくは3年に1回以上（一定規模以上）

計量法 計量器の法定定期検査(一回/二年)

環境関連法規制等の遵守状況の評価の結果、環境関連法規制等は遵守されていることを確認しました。

　当社は、良い地球環境や自然環境を次世代に残すための取り組みの大切さを従業員全員が認識
し、エコアクション２１に取り組んできました。
　今年度脱炭素化取組みは、①コンパクトシャーの導入、②太陽光発電の設置、③新電力との契約
もあり、基準年との数値の比較が合わなくなっていると考えられる。来年の数値を新たな基準年に設
定して、今後も化石燃料やごみの排出量を減らして再資源化を向上させていきたい。
　また、ＳＤＧsや３Ｒなどでの無駄をなくす取り組みは、全従業員への更なる啓蒙活動を行い、自社の
企業活動に取入れて脱炭素経営化に取り組んみ社会課題の解決による豊かな地域未来の実現に
貢献してまいります。

廃棄物管理票（マニフェスト）の写しの送付、保存（５年間）B2(運搬終了
票）、D(中間処分終了票）、E(最終処分終了票）

マニフェスト

廃棄物管理票（マニフェスト）交付等状況報告書の提出

収集運搬時の表示、運搬時の書類携行

産業廃棄物の保管期間と基準の順守

家電リサイクル法 特定家庭用機器の適正な廃棄

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ資源循環
促進法

排出抑制、教育周知

法規制等の名称
該当する要求事項
(対応すべき事項)

順守評価

廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律(収集運搬、

処理業)

産業廃棄物処理業の許可（収集運搬、処分業）

産業廃棄物処理施設の許可

産業廃棄物処理施設の定期検査

委託契約の締結・保管(5年間)

廃棄物管理票（マニフェスト）未達時の措置（B2・D票９０日、E票180日以内
に送付されない場合は３０日以内の報告）

マニフェスト
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